
水害時の逃げ遅れをなくすために

令和４年１０月２４日（月）
足立区福祉部福祉管理課

個別避難計画推進担当係長 大北 有慶

～個別避難計画事業の推進～



＜予算額＞
13,000千円足立区における避難行動要支援者

区内の要配慮者

約234,000人

避難行動要支援者

約21,000人

・介護認定者

・75歳以上の高齢者

・妊産婦

・障がい者

・未就学児

・外国人 等

こ
の
う
ち

避難行動要支援者とは
→ 災害時に自分一人では避難できず誰かしらの支援を

必要とする方
?

該当要件 備考

要介護度３～５ －

身体障害者手帳１～２級 －

身体障害者手帳３級
福祉タクシー・自動車燃料助成券

の交付を受けている方

愛の手帳１～２度 知的障がい者

障害支援区分４～６

足立区に住民登録があり且つ以下のいずれかに該当する方



＜予算額＞
13,000千円個別避難計画作成の努力義務化

個別避難計画の作成が自治体（区市町村）の努力義務に

-令和3年5月 災害対策基本法が改正-

近年の災害において、高齢者や障がい
者が犠牲となっており、災害における全

体の死者のうち、65歳以上の高齢者の

割合が高くなっています。

・ 令和元年台風第19号：約65％

・ 令和２年７月豪雨：約79％

※ 「避難行動要支援者名簿」の整備は以前から自治体の義務化

足立区では・・・

令和元年の台風第１９号を受けて水害
対策の検討を一層強化

令和２年度に準備を始め

令和３年度から個別避難計画の作成
に着手



＜予算額＞
13,000千円災害時安否確認申出書による現状把握→優先区分の設定

回答あり

区分 類型 介護・障がいの度合い

A

・自宅が浸水
・自力歩行不可
・支援者無し

・要介護度4～5

・障害支援区分5～6

・愛の手帳1～2度

B
・自宅が浸水
・自力歩行不可
・支援者無し

・要介護度3

・身体障害者手帳1～3級

・障害支援区分4

C

・自宅が浸水

・自力歩行不可

・支援者あり
・要介護度３～5

・身体障害者手帳1～3級

・愛の手帳1～2度

・障害支援区分４～6

D
・自宅が浸水

・自力歩行可能

E
・自宅が浸水しない

・自宅が一部浸水しない

優先度

高

低

浸水リスク
支援者有無
歩行可否

介護・障がいの
度合い

に基づき分類

回答率
52.3%

11,175人

21,327人

(8月末現在)



＜予算額＞
13,000千円災害時安否確認申出書 今後の発送予定

令和４年１０月下旬発送

令和3年10月～令和4年9月の間に
新たに避難行動要支援者に該当された方

令和５年１1月頃発送（予定）

約4,000人

１

２
３年に１回の全件発送（前回は令和2年度）
避難行動要支援者名簿に掲載された方全員

約21,000人



＜予算額＞
13,000千円優先度が高い方から順次個別避難計画書を作成

■１件ずつ訪問して計画書を作成

要支援者宅

一緒に
訪問

福祉部職員
要支援者と繋がりが
深いケアマネジャー等

いつ連絡？

誰が支援？

どこに避難？

どうやって？

誰と一緒に？

何を準備して？

配慮すべき事は？

個別の実情に沿った計画書を作成

避難行動
要支援者

避難先

避難方法

福祉
避難所

第一次
避難所

福祉
施設

医療
機関

縁故等
避難

民間救急事業者を手配・自家用車での避難

福祉車両で避難・徒歩避難・自己調達 など

個別実情を加味

作成にあたっては 計画書作成についてのご本人やご家族の同意や
避難に対する考えをお聞きしながら作成

※ 要支援者への事前のご連絡や、作成した計画書のお届

けの際にもケアマネジャーにご協力いただいています。



＜予算額＞
13,000千円個別避難計画事業の更なる強化（R4年度～）

作成した計画書のアフターケア１
委託事業者と福祉専門職が連携した訪問確認

福祉管理課

要支援者宅

② 訪問日程
調整

福祉専門職
（担当ケアマネ等）

③ 訪問事前連絡

⑤ 確認・更新
完了報告

④ 訪問同行

委託事業者

⑥ 謝礼
お支払い

④ 訪問

これにより 計画書が必要な要支援者への
区職員による訪問・作成が

更に
加速

水害時の福祉避難所でのケア体制整備２
委託事業者を通じて介護有資格者/看護師を新たに配置

食事介助

排泄介助

清拭介助夜間見守り

更衣介助
避難先での介助やケア等

に対する不安・負担
↓

避難を躊躇

訪問で多く聞かれたご意見

介護有資格者 補助スタッフ

介護有資格者は

左記訪問確認も行い顔

が見える関係を構築

補助スタッフは9-10

月(台風シーズン)は

開設に備え待機

これにより 区職員では対応が難しい部分の強化
（区職員はより管理運営に注力できる）

※ ＋看護師を施設に1名配置



＜予算額＞
13,000千円個別避難計画事業の更なる強化（R4年度～）

優先区分Ｃ～Ｅに該当する方の計画書作成支援３
区分 類型 介護・障がいの度合い

A

・自宅が浸水
・自力歩行不可
・支援者無し

・要介護度4～5

・障害支援区分5～6

・愛の手帳1～2度

B
・自宅が浸水
・自力歩行不可
・支援者無し

・要介護度3

・身体障害者手帳1～3級

・障害支援区分4

C

・自宅が浸水

・自力歩行不可

・支援者あり
・要介護度３～5

・身体障害者手帳1～3級

・愛の手帳1～2度

・障害支援区分４～6

D
・自宅が浸水

・自力歩行可能

E
・自宅が浸水しない

・自宅が一部浸水しない

優先度

高

低

継続

新規

引き続き、区主導で関連する担当ケアマネジャー等の
協力を得ながら１件ずつ訪問し計画書作成

自主的な避難計画作成を促す。

在宅避難・縁故等避難・避難所への避難をそれぞれ記入

記入・作成した計画書は福祉管理課に提出



＜予算額＞
13,000千円個別避難計画事業の更なる強化（R4年度～）

介護サービス事業所との台風接近による河川氾濫が想定される際のタイムライン４
令和４年９月

運用開始

危機感の共有

区の対応の
見える化

連絡時機の
明確化

目的



＜予算額＞
13,000千円個別避難計画事業の更なる強化（R4年度～）

介護サービス事業所との台風接近による河川氾濫が想定される際のタイムライン４
9.26（月）～9.30（金）に情報発信訓練を実施しました！

9.26（月）
午前10時

台風第Ｘ号が令和４年９月３０日（金）に関東地方に最接近する見込みで、足立区でも河川氾濫の
危険性が高まっている想定

9.27（火）
午前10時

9.28（水）
午前10時
午後 ３時

9.29（木）
午前10時

9.30（金）
午前10時

想定



＜予算額＞
13,000千円個別避難計画事業の更なる強化（R4年度～）



＜予算額＞
13,000千円個別避難計画事業の更なる強化（R4年度～）


